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機.構

事務局長

向井逸平

(内線 420の

※水産農林部長室

事務長

前田一郎

納線 4301)

会長

平尾政博
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( 1 )

構成

農業委員会の委員構成(令和2年7月改選)

(令和4年4月1日現在)

農業委員(19人)

委員の区分

農業',委、員

農地利用最適化推進委員(24人)

7人

農地刃凋最適化推進委員

係長川本大助

・農業委員は、・現地調査等の際は居住地区く6地区)の区域を担当する。

・農地利用最適化推進委員は、それぞれ担当する地区において活動する。(旧長崎地区4名、東長

崎地区4名、茂木地区4名、式見・三重・外海地区3名、琴海地区5名、三和・野母崎地区4名)
※令和4年4月1日現在

(2)運営委員会の構成

定数

人・数

係長木下幸

暑十

1 9人

実数(※)

24人

1 9 人

43人

'・構成区分

24人

推薦・公募により候補者を求め、選定審査会によ

る選定後、議会の同意を得て、市長が任命する。

運営委員数

※中立委員とは、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者。

(3)小委員会の構成

43人

備

推薦・公募により候補者を求め、農業委員会総会

にて選定し、農業委員会が委嘱する。

長

1人

会長職務

代理者

遊休農地対策検討委員、会

小委員会名称

考

1人

会長及び会長職務代理者が
担当する区域以外の4地区

4人

中立委員

'(※)

構成委員数

1

1 1 人

1人
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3 委員名簿

0農業委員会委員 a9人)

氏

2

馨瀬

3

名

い

井川
がわ

4

叢挺

5

業

いちじ

6

居住地区

次

式見・三重・外海地区

7

東長崎地区

奮岱裕義

也

8

たか」

隆

式見・三重・外海地区

9

旧長崎地区

認定農業者

10

賦
ノロ

11

旧長崎地区

中立委員

12

東長崎地区

ひらお

(令和4年4月1日現在)

平尾

13

茂木地区

三和・野母崎地区

14

畿鴇

備

15

0

東長崎地区

16

者

中立委員

運営委員

17

0

琴海地区

18

0

東長崎地区

やまぐち

山口

19

舞後

茂木地区

苫諾

運営委員

員往葉

琴海地区

岱欝・貫誕

運営委員

.任期:令和2年7月20日~令和5年7月19日

0

旧長崎地区

三和・野母崎地区

0

0

0

茂木地区

0

茂木地区

運営委員

会長・運営委員

琴海地区

0

0

会長職務代理者・運営委員

運営委員
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0農地利用最適化推進委員(24人)

氏

2

3

名

琴将讐鷲

4

5

蒲飾挺敬

箇己

6

欝諾差筆

担当地区

7

東長崎地区

8

城

式見・三重・外海地区

琴海地区

9

10

としみ

利美

しぱはら

旧長崎地区

柴原

(令和4年4月1日現在)

11

東長崎地区

ただし

正

12

備

鞘百

琴海地区

めぐみ

■L'、

13

鉾生

第符籔講

東長崎地区

考

14

琴海地区

三和・野母崎地区

15

16

たつや

辰也

式見・三重・外海地区

琴海地区

17

ひろと

弘人

18

旧長崎地区

19

議美

茂木地区

20

嘘・洋

耕茉質筆

式見・三重・外海地区

茂木地区

21

跨

22

茂木地区

23

難丙櫓色

琴海地区

24

難裸殻払

東長崎地区

三和・野母崎地区

・任期

三和・・野母崎地区

令和2年7月30日~令和5年7月19日

3

茂木地区

旧長崎地区

三和・野母崎地区

旧長崎地区
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4 農業委員会の事務

農業委員会とは、「農業委員.会等に関する法律」(以下1法」という。)に基づいて・市町
村に設置が義務づけられている行政委員会である。

農業委員会は、'議会の同意を得て市長が任命する農業委員と、農業委員会が委嘱する農
地利用最適化推進委員で構成されている。

農業委員会の事務は、次の3つに大きく区分される。

(1)必須事務(法第6条第1 項、第.2項)
農業委員による合議体の行政機関(行政委員会)として、法6条第1項には、農業委

員会の専属的な権限として行う事務が定められており、農地の権利移動にっいての許認
可や農地転用の事務を中心とした農地行政の執行をはじめ、農地に関連する税制などの
事務も含まれる。

これらの事務は、それぞれの地域の士地利用のあり'方を踏まえた優良農地の確保とそ

の有効利用を進める上で、特に重要となっている。

また、,法第6条第2項では、「農地等の利用の最適化の推進」(担い手への農地利用の

集積・.集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)が農業委員会の必須事務
として位置付けられている。

(2)任意事務(法第6条第3項)

農業委員会が専属的に所掌する事務ではないが、農業委員会が農業者の公的代表機関
として地域農業の振興を図っでいく'ための事務であり、農業者年金の,加入推進や農業一
般に関する調査活動、情報提供活動に関する事務などを行っている。

(3)関係行政機関等に対する農業委員会の意見の提出(法第38条第・1項)
農業委員会の主たる事務である「農地等利用の最適化の推進に関する事務」をより効

率的かっ効果的に実施するために.、'必要があると認めるときは、関係行政機関等に対し
農地等利用最適化推進施策の改善にっいて意見を提出する義務が課されている。
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5 農業委員会に.おける審議事項

(1)会議

総

議

運営委員会

^
^,

農業委員会等に関する法律の規定に基づき、農地の権利移動や転用

など農地法等の法令に関する事項、農業委員会の意見を要する付議

すべき事項等について、総会を開催して処理する。

小'委員会

※農地法第3・4・5条の事務取扱について

総会において円滑な運営を図るため、総会の開催前に運営委員会を

開催する。

ヤ・,趣1

必要に応じて小委員会を設置し、調査検討を行う。

:,学1'゛、硲;郡'き'1 '1堺、゛'
越総ξ纏'.1N

・Y 悦N ',・・一气が1

・一ξ11,イ;1窃!'心 ii!F「l,1';」,1

遜鷲气凋●条'靴卿蕪
農地を相続等した

場合

内.容

・簿■勺袋審瀞1

1郷
無滅軽靴細蛾

農地を売買・賃貸

借等する場合

'゛、,,一卵驫請゛区N分.、,*・小"
、、、',:〔..,.".'・',.,、:甑..ー!;叫"゛ξ,・トム'・"、、.゛"'ξ、1、.]',"、C

自分の農地を農地

以外に転用する場

堤瀞盆゛欝碕
"避■雌fN・1

、;!ー、父R沌製,".

、,,よ111.1!'、.,,.rlh '4',,,.、

口

市内全域

農地を農地以外に

転用する目的で、

売買・賃貸借等す

る場合

(2)総会における審議件数

ア農地法第3条に係る許可申請件数

(農地を売買・賃貸借等する場合の許可申請)

市街化区域内

届

、、ー・:丁者・"W.・1

市街化区域外

出

許可申請

事務局長

専決処分

ゞ司誕翻

件,"数'(件)

市街化区域内

届

面・'積(耐)

農業委員会

イ

出

市街化区域外

許可申請

報

事務局長

専決処分

農地法第3条に係る買受適格者証明願件数

届

令和元年度

件、数(件)

審議

県知事

出

許可申請

報

事務局長

専決処分

審議

51,089

29

令和元年度

県知事

令和2年度

報

審議

0

41,769

43

令和2年度

5

令和3年度

0

41,920

30

令和3年度

0

会',",議""の会

告

告

告



ウ 農地法第4条に係る許可申請件数

(市街化区域外の自分の農地を農地以外に転用する場合の許可申請)

工 農地法第5条に係る許可申請件数

(市街化区域外の農地を農地以外に転用する目的で、売買・賃貸借等する場合の許可申請)

オ農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画作成件数

(農地の利用権設定の件数及び面積)

積(市>

4工ご1'冷和元年藍子、,、1ハ,・

10

9,984

1令和之年度,

乢1
'、・ート

律、・,111数(件)1"

、一心・二冷和元年度1、'
」

,'「, 、'1 '

3,919

35,500

30件滞裁,(件)

4,015

8

じ冷和②牟度

令和'盆年度

e繋

力農地中間管理事業による農用地利用配分計画案に対する農業委員会の意見審議件数

'?

>ニ
'、1・' 、""

うち

L

1ゞ件<。徴lq令,に,1

26,440

、
」

※法改正により、農用地利用集積計画で一括して権利設定が可能となり、件数が減少した。

キ農地台帳登載申請件数

17

纐誕

再設定

変更

10

1令和2t年度

2,030

258,835

176,51

82,322

0

,;・.4和3・奪度ミニ11'11

ι

」

..ヅ.件゛1・、数(件)

冷和元奪嘩ご

「1ト゛,

ク農業振興地域整備計画変更に対する農業委員会の意見審議件数

・、'1

先

8,441

20

〒1,f令和'a年度

寵灘

再設定

変更

1 1

197,931

147,61

50,321

0

令和3年度

件,t・数,.(件)

ケ非農地判断に係る審議件数

r鷲

'

54

令和元,年度

'式令和2,年度※

生ナし:1゛
工1,

67

泌

件,1f数(件)
1'

令和元年度1'.1ジ

筆;・二数(筆)

繊誰

再設定

変更

180,342

141,04

39,294

0

面,'.積(1Υr)

5
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( 3 ) 総会における報告件数

農地法第3条の3 に係、る届出件数

(相続等により農地を取得した場合の届出)

令和元年度

ア

件數(件)

イ 農地法第4条に係る届出件数

(市街化区域内の自分の農地を農地以外に転用する場合の届出)

令和2年度令和元年度

件数(件)

面積(圃

ウ農地法第5条に係る届出件数

(市街化区域内の農地を農地以外に転用する目的で、売買

令和2年度令和元年度

釘

件数(件)

面積(耐)

令和2年度

工

51

13,071

非農地証明書交付願件数

令和元年度

87

数(件)

積(圃

(4)

令和3年度

76

25,973

管内農地(令和4年3月31日現在)

64

20,3四

面積

5,610.7 ha

管内農地

令和3年度

93

8

3,487

賃貸借等する場合の届出)

令和3年度

筆数

144,885 筆

乃

24,603

記

17,4謁

令和2年度

山捌ヒけ濃地

面積 筆数

2,刀0.9 ha 79,962 筆

朋6

79

20,710

令和3年度

3

516

耕作中の農地

筆数面積

フ.0%

※割合は、面積に対するもの

2,446.3ha 弱,046筆

面積 筆数

393.5 ha 9,877筆

遊休農地

件
面



6 農地等利用の最適化の推進

平成27年8月に農業委員会等に関する法律が一部改正され、農地等利用の最適化の推
進(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)
が農業委員会の必須事務と位置付けられた。

令和4年度は、新たにタブレット端末を導入し、農地等の利用状況調査等を効率的に実
施し、農地等利用の最適化の推進,に取り組む。

(1)担い手(認定農業者や認定新規就農者等)への農地利用の集積'集約化
認定農業者や認定新規就農者等の担い手が年度末時点で所有している辰地面積

3.5 胎

※令和3年度の数値は、担い手の定義の1つである、基本構想水準到達者の農地面積を含む

【令和4年度の活動計画】

担い手に対して、農地中間管理事業の活用や利用権の設定を促す。
実質化された人・農地プラン.を実行するために、・'関係機関と連携して農地等利用の集

・集約化を進める。

農地中間管理事業や認定農業者制度にっいて農委だより'等で周知を図る。

(2)遊休農地の発生防止・解消

年度末時点での遊休農地面積

面1、積

393.'5 ha

、

令和元年度

令和2年度

206.5 ha

【令和4年度の活動計画】

農地中間管理事業で活用できる農地は同事業への誘導、活用できない農地は出し手
と受け手のマッチングや保全管理の指導を行う。

各集落で実施してぃる遊休農地解消対策の活動事例を全集落で共有し、今後の各集
落での新たな取り組みにつなげる。

(3)新規参入の促進

農地の権利移動を伴う新規参入の状況

当令和,2年度

面..積

18経営体

6.4 ha

209.6 ha

令和元年度

令和3年度1(※),1

446.7 ha

新規参入者数

359.5 ha

入力
得Lた、農地面積

令和2年度

※経営体とは、「個人経営体(個人、世帯)」.・や「法人経営体」等、農業を営む組織の単位。
【令和4年度の活動計画】

就農希望者や新規就農者への相談対応を行う。

就農希望者や新規就農者の農地確保・拡大に向けて農地所有者等との調整を行う。

令和3年度

448.1 ha

8

20 経営体

8.6 ha

令和3,年度

17経営体

度年元


